
岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成23年11月11日 

岩手県教育委員会       

委員長 八重樫   勝  

岩手県教育委員会規則第９号 

   岩手県立高等学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則 

 岩手県立高等学校の管理運営に関する規則（昭和32年岩手県教育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１ 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制

の課程の学級編制（第３条関係） 

別表第１ 高等学校の全日制の課程、定時制の課程及び通信制

の課程の学級編制（第３条関係） 

 全日制の課程 定時制の課程 通信制の課程  全日制の課程 定時制の課程 通信制の課程

 
学校名 区分 

学科名 学級数 学科名 学級数 学科名 学級数  
学校名 区分

学科名 学級数 学科名 学級数 学科名 学級数

 岩手県立盛岡

第一高等学校 

 普通科 

［略］ 

20 

［略］ 

 ［略］   岩手県立盛岡

第一高等学校

 普通科

［略］

19 

［略］ 

 ［略］   

  ［略］  

 

 ［略］       

 岩手県立盛岡

第三高等学校 

 普通科 23  ［略］    岩手県立盛岡

第三高等学校

 普通科 22  ［略］   

  ［略］          ［略］        

 岩手県立盛岡

南高等学校 

 普通科 

［略］ 

17 

［略］ 

 ［略］    岩手県立盛岡

南高等学校 

 普通科

［略］

16 

［略］ 

 ［略］   

 ［略］   ［略］ 

 

［略］ 

      ［略］      

 

岩手県立杜陵

高等学校 

奥州

校 

 ［略］ 普通科 ６  ［略］ 

 岩手県立杜陵

高等学校 

奥州

校 

 ［略］ 普通科 ８  ［略］ 

  ［略］         ［略］        

岩手県立花巻

北高等学校 

 普通科 20  ［略］   岩手県立花巻

北高等学校 

 普通科 19  ［略］   

 ［略］       

 

 ［略］        

岩手県立黒沢 

尻北高等学校 

 普通科 20  ［略］   岩手県立黒沢

尻北高等学校

 普通科 19  ［略］   

 

［略］ 

 

［略］ 

 岩手県立黒沢

尻工業高等学 

校 

  ［略］ 

 

産業科 １  ［略］  岩手県立黒沢

尻工業高等学

校 

   ［略］ 

 

   ［略］ 

  ［略］   ［略］ 

 岩手県立水沢

高等学校 

 普通科 

［略］ 

17 

［略］ 

 ［略］    岩手県立水沢

高等学校 

 普通科

［略］

16 

［略］ 

 ［略］   

  ［略］   ［略］ 

 岩手県立水沢   ［略］ 商業科 １  ［略］  岩手県立水沢   ［略］    ［略］ 



商業高等学校      商業高等学校       

 ［略］ 

 

 ［略］ 

 岩手県立遠野

高等学校 

 普通科 13  ［略］ 岩手県立遠野

高等学校 

 普通科 12  ［略］ 

  ［略］ 

 

 ［略］ 

 岩手県立宮古

北高等学校 

 普通科 ５  ［略］    岩手県立宮古

北高等学校 

 普通科 ４  ［略］   

  ［略］          ［略］        

本校  ［略］   岩手県立岩泉

高等学校 田野

畑校 

普通科 １  ［略］    

 岩手県立岩泉

高等学校 

  ［略］  

  ［略］   ［略］ 

岩手県立久慈

工業高等学校 

 ［略］

建設環

境科 

［略］ 

４ 

 ［略］ 岩手県立久慈

工業高等学校

 ［略］

建設環

境科 

［略］ 

３ 

 ［略］   

 ［略］ 

 

 ［略］ 

 備考１  ［略］ 

  ２ 岩手県立黒沢尻工業高等学校の産業科及び岩手県

立水沢商業高等学校の定時制の課程の商業科につい

ては、平成21年度から生徒の募集を停止する。 

３ 岩手県立岩泉高等学校田野畑校の普通科について

は、平成22年度から生徒の募集を停止する。 

 備考  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

  

 


